
桐生市では、官民が連携・共創して、共に持続可能な未来へのチャレンジ・課題解決に取り
組むための「つながる場」として「桐生市SDGs官民共創プラットフォーム」を創設します。
本プラットフォームでは、民間ならではのアイデアやノウハウを活用し、桐生市における諸

課題の解決や市民サービスの向上を図るため、民間事業者等からの提案を広く募集します。

提案の募集形態

※営業活動に相当するものや、ＳＤＧｓの理念に合致しないものなどは対象外となります。
詳しくは、裏面を参照してください。

市が提案を求めている課題を提示し、官民共創による解決策の
提案を募集するものです。提案を募集中の課題は、市ホーム
ページをご覧ください。
https://www.city.kiryu.lg.jp//shisei/keikaku/1018149/1019089/
1023238/index.html

①に限らず、地域課題の解決や市民サービスの向上に資する提案など、民
間事業者等が認識する課題（分野問わず）に対して、公民連携による解決
策を自由に提案していただくものです。（随時募集）

①課題提示型
（テーマ型）

②自由提案型
（フリー型）

全体スキーム図

桐生市市民生活部SDGs推進課（事務局）
TEL：0277-46-1111 内線575

FAX：0277-43-1001

Eメール：sdgs@city.kiryu.lg.jp

事業の詳細や市の課題の確認、
提案シート様式はこちら
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提案が不受理となる場合

提案内容が以下のいずれかに該当すると市が判断した場合、提案を不受理とし、
提案者には不受理通知書（様式第３号）により通知します。

▶ SDGsの理念と合致しないもの
▶ 法令や本市の規定、施策に反するもの、または反する恐れがあるもの
▶ 提案者が自ら提案を遂行せず、本市や第三者が実施することを前提としているもの
▶ 単に提案者の製品・サービス等のPRやあっせんを求めるなど、営業活動に相当するもの
▶ 政治的、宗教的な関連性や要素があるもの
▶ 公序良俗に反するものや、公共性、公平性の観点で課題があるもの
▶ その他、本事業の趣旨から外れると市が判断したもの

以下の資料を添付して、桐生市SDGs推進課（事務局）あてにＥメールまたは窓口への持参
で提出してください。（提出先Eメールアドレス：sdgs@city.kiryu.lg.jp）。

【提出物】
①提案シート(様式第２号)
②提案内容の分かる資料（必要に応じて提出）

【提案シートの様式の入手場所】
①桐生市ホームページからダウンロード

②桐生市役所本館２階 SDGs推進課の窓口で受け取り

提案の提出方法

※提出後、SDGs推進課から受信確認メールを返信します（Eメールで提出の場合）。
その後、提案内容により、SDGs推進課が該当する事業担当課に情報をつなぎ、事業担当課から提案
者に連絡を入れます。内容によっては、市役所からの連絡までお時間を要することがあります。

https://www.city.kiryu.lg.jp//shisei/keikaku/1018149/1019089/1023238/index.html

応募対象者

株式会社、有限会社、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、地縁による団体等
であって、提案した事項を適切かつ的確に遂行することができる意思及び能力を有する

民間事業者や団体

※個人(個人事業主を除く)、宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、暴力団やその関係者、
市税等に滞納がある者、桐生市請負業者等指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている事業者
は応募できません。

その他の注意事項

・提案者の情報を含む提案内容は、本市の関係部署と情報共有します。

・提案内容の実現を確約するものではありません。また、実現する場合にあっても、必ずしも

提案者との連携や契約を確約するものではありません。

・提案内容によっては、提案者から得た情報の全部又は一部を利用し、公募(入札)等を行う

場合があります。この場合、提案者の権利等に不都合が生じる場合は、予めその内容や範囲

についてご相談下さい。

・提案内容の成立・不成立に関わらず、提案書作成やその後の過程での一切の費用、損害等へ

の補填、賠償はいたしません。

・その他、本制度の利用に関連して提案者に発生した損害について、当該損害が本市の故意

又は重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負いません。

・提案者の名称と実現した提案内容は、本市のホームページやSNS等で公表する場合があり

ます。掲載は、提案者と公表内容を協議したうえで行いますが、予めご了承ください。


